
食品製造業生産性向上緊急支援事業実施要領．

第1 目的

制定 平成30年2月1日29食産第4534号
農林水産省食料産業局長通知

食品産業等生産性向上緊急支援事業実施要綱（平成30年2月1日付け29食産第4265
号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別表の事業の種類の欄の 
1の食品製造業生産性向上緊急支援事業（以下「本事業」という。）は、実施要綱及
び食品産業等生産性向上緊急支援事業補助金交付要綱平成30年2月1日付け29食産第
 4509号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、
本要領により実施するものとする。

第2 事業実施主体等
1 実施要綱別表の事業実施主体の欄の1の食料産業局長が別に定める者は、次に掲

げるとおりとする。
(1) 民間団体等（農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3 セク

タ ー 、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、 一般社団法人、一般財団法
人、特例民法法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費者生活
協同組合、技術研究組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、
認可法人、医療法人、社会福祉法人、公社、独立行政法人等をいう。 以下同
じ。）

(2) 法人格を有さない団体であって食料産業局長が特に必要と認めるもの（以下
「特認団体」という。）

(3) 民間団体等又は特認団体を構成員とする協議会（事業化共同体（コンソーシア
ム）を含む。）

なお、協議会が事業実施主体となる場合、地方公共団体がその構成員とするこ
とを妨げない。

2 1の.(2)の特認団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)主たる事務所の定めがあること。
(2)代表者の定めがあること。

(3) 定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。
(4)各年度ごとに事業計画、収支予算書等が総会等において承認されていること。

3 1の(2)の特認団体の申請をする団体は、事業実施計画（実施要綱第5の1の
事業実施計画をいう。以下同じ。）を提出する際、別記様式1を併せて食料産業局 ～

長に提出して、その 承認を受けるものとする。

4 - .1の (3) の協議会は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)構成する全ての 団体の同意を得た規約書、構成する全ての団体が交わした協定

書又は構成する全ての団体間での契約締結書等をあらかじめ作成していること。






























